
1 
 

 

 

令和 6 年 8 月 23 日 

財務省旭川財務事務所 

 

 

令和 5 年度旭川財務事務所管内の地方公共団体に対する 

財政融資資金の貸付状況について 

 

 

 財務局・財務事務所・出張所では、地方公共団体等が学校、病院、道路等の建設や、上・下水道、

廃棄物処理施設等を整備するために必要とする資金に対して、財政融資資金(※)の貸付けを行って

います。 

※財政融資資金とは、国債の一種である財投債の発行により国が金融市場から直接調達し、地方公共団体等が行う 

事業をはじめ、様々な用途に活用される資金です。 

 

 

1．令和 5 年度の新規貸付額について 

 

旭川財務事務所管内（上川・留萌・宗谷）の新規貸付額は 376 億円となり、前年度に比べ 104 億

円増加(38.3%)しました。 

 

新規貸付額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望ある未来へ 地域と歩む 北海道財務局 
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事業区分別に増減をみると、臨時財政対策債が 16 億円減少した一方、過疎対策事業が 92 億円、

辺地対策事業が 16 億円増加したことなどから、貸付額全体としては前年度に比べ 104 億円増加

(38.3%)しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業区分別の新規貸付額の割合をみると、過

疎対策事業が 56％と最も多くなっています。 

当該事業は、過疎団体が実施する病院・診療所

や下水道、教育に関する施設の整備といった過

疎地域住民の生活に資する建設事業（いわゆる

ハード事業）と、「子育て支援事業」等の建設事

業以外（いわゆるソフト事業）に大別されます。 

  

次に、辺地の生活文化水準向上を図る施設等

の整備に用いられる辺地対策事業が 12％を占め

ており、2 事業で全体の 70％近くを占めていま

す。 

 

 

 

 

令和5年度の事業区分別新規貸付額 

※構成比は単位未満四捨五入のため、合計しても 

100%とはならない場合がある。 

増減額

（億円）

増減率

（％）

過 疎 対 策 事 業 212 92 76.5
 過疎地域の自立促進と住民の生活に資する施設整備事

業及びソフト事業

辺 地 対 策 事 業 44 16 56.5
 公共的施設に恵まれない辺地の生活文化水準向上を図
る施設等の整備

臨 時 財 政 対 策 債 33 ▲ 16 ▲ 32.2
 税収不足などにより国の財源が不足した際、本来地方交

付税として交付する部分を地方債により貸付するもの

公 共 事 業 等
（一般補助施設整備等事業を含む）

19 11 2.4倍  道路・公園・河川・港湾などの整備

学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業 19 ▲ 3 ▲ 13.3  公立の小中高校、幼稚園及び社会体育施設の整備

病 院 ・ 介 護 サ ー ビ ス 事 業 17 4 31.6  病院施設や医師住宅の建設、医療機器の整備

水 道 事 業 12 ▲ 4 ▲ 24.9  配水管や浄水場、ポンプ場などの整備

そ の 他 20 4 22.1

　　　　災害復旧事業 2 2 6.5倍  被災した公用・公共施設の復旧

　　　　公営住宅建設事業 10 2 21.9  公営住宅の整備

　　　　下水道事業 6 1 12.0  下水道管、終末処理場などの整備

　　　　一般廃棄物処理事業 1 1 2.1倍  ごみ・し尿処理施設の整備

　　　　　　防災・減災・国土強靭化緊急対策事業 1 ▲ 1 ▲ 51.7  風水害や大規模地震等に備えたインフラ整備

合 計 376 104 38.3

【注意】単位未満四捨五入のため、合計が一致しない場合がある。

事 業 区 分
貸付額
（億円）

対前年度比

主 な 用 途
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過疎対策事業、辺地対策事業の年度別新規貸付額 5 ヶ年推移 

 
 

令和 5年度 財政融資資金活用事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おびら和牛繁殖センター（小平町） 

枝幸町認定こども園（枝幸町） 

遠別町国民健康保険診療所（遠別町） 
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2．令和 5 年度末の貸付残高について 

 

令和 6 年 3 月末日時点における、旭川財務事務所管内の貸付残高は、3,239 億円となり、前年度

に比べ 21億円減少（▲0.6％）しました。 

これは、過去の貸付けに係る回収（償還）額（397 億円）が新規貸付額（376 億円）を上回ったこ

とによるもので、5年連続の減少となりました。 

 

貸付残高の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸付残高を事業区分別にみると、過疎対策事業と臨時財政対策債で 60%を占めるほか、水道事業

等に対する貸付の占める割合が高くなっています。 

 

令和 5 年度末の事業別貸付残高 
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３．管内地方公共団体別の新規貸付額及び貸付残高(令和 6年 3月末現在) 

 

 

本資料に関するお問い合わせ先 : 旭川財務事務所財務課 

電話：0166-31-4151 


